
消防同意審査に必要な図書の指定 

 

  平 成 ２ ０ 年 ４ 月 １ 日 

松戸市消防局告示第１号 

 

松戸市建築基準法施行細則（昭和４６年松戸市規則第２１号）第７条の規定

による確認申請消防審査資料書（建築物用）に基づき、次に掲げる図書をその

添付図書に指定する。 

 

案内図、配置図、設計概要書、仕上表、平面図、立面図、断面図及び消防用

設備等設計図書並びに棟ごとに作成された消防審査項目確認表及び同表の各項

目の裏付けとなる図書 

 

附 則 

この告示は、平成２０年５月１日から施行する。 


